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【手続補正書】
【提出日】平成26年8月25日(2014.8.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の無線インターフェース上の同時送信をサポートする通信デバイスのための複数の
無線インターフェースの間で電力を割り当てるための方法であって、前記方法は、
　第１の無線インターフェース上で送信するために使用される第１の電力レベルを決定す
ることと、
　第２の無線インターフェース上で送信するために利用可能な電力レベルを決定すること
と、
　前記利用可能な電力レベルと前記第１の電力レベルとの間の差を電力差閾値と比較する
ことと、
　前記利用可能な電力レベルと前記第１の電力レベルとの間の前記差が前記電力差閾値を
超えないとの判断に応じて、前記第２の無線インターフェース上で送信するための第２の
電力レベルを前記利用可能な電力レベルに設定することと、
　前記利用可能な電力レベルと前記第１の電力レベルとの間の前記差が前記電力差閾値を
超えるとの判断に応じて、前記第２の無線インターフェース上で送信するための前記第２
の電力レベルを調節された電力レベルに設定することであって、前記調節された電力レベ
ルと前記第１の電力レベルとの間の差は前記電力差閾値を超えない、設定することと、
　少なくとも前記第２の電力レベルに基づいて電力ベースのペイロード制約を生成するこ
とと、
を備える。
【請求項２】
　前記電力ベースのペイロード制約に基づいて前記第１の無線インターフェースおよび前
記第２の無線インターフェースに電力を割り当てることをさらに具備する、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記第１の無線インターフェースに割り当てられる前記電力は、前記第２の無線インタ
ーフェースに割り当てられる前記電力に対して優先される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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　前記第１の無線インターフェースに割り当てられる前記電力は、優先的な電力レベルま
で、前記第２の無線インターフェースに割り当てられる前記電力に対して優先され、前記
第２の無線インターフェースに割り当てられる前記電力は、前記優先的な電力レベルと利
用可能な合計電力との間の領域から、前記第１の無線インターフェースに割り当てられる
前記電力に対して優先される、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記利用可能な合計電力は、前記第１の電力レベルと前記利用可能な電力レベルとの合
計に対応する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記電力ベースのペイロード制約を生成することは、電力マージン、オーバヘッド利得
、および前記第２の無線インターフェース上でパイロットを送信するための送信パイロッ
ト電力にさらに基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　送信パイロット電力に基づいて電力マージンを調節することをさらに具備する、請求項
１に記載の方法。
【請求項８】
　合計送信電力に基づいて前記電力マージンを調節することをさらに具備する、請求項７
に記載の方法。
【請求項９】
　複数の無線インターフェース上の同時送信をサポートする無線通信デバイスであって、
前記無線通信デバイスは、
　第１の無線インターフェース上で送信するために使用される第１の電力レベルを決定す
るように構成された第１のインターフェース電力レベル計算器と、
　第２の無線インターフェース上で送信するために利用可能な電力レベルを決定するよう
に構成された第２のインターフェース電力レベル計算器と、
　前記利用可能な電力レベルと前記第１の電力レベルとの間の差を電力差閾値と比較する
ように構成された差チェックユニットと、
　　前記利用可能な電力レベルと前記第１の電力レベルとの間の前記差が前記電力差閾値
を超えないとの判断に応じて、前記第２の無線インターフェース上で送信するための第２
の電力レベルを前記利用可能な電力レベルに設定することと、
　　前記利用可能な電力レベルと前記第１の電力レベルとの間の前記差が前記電力差閾値
を超えるとの判断に応じて、前記第２の無線インターフェース上で送信するための前記第
２の電力レベルを調節された電力レベルに設定することであって、前記調節された電力レ
ベルと前記第１の電力レベルとの間の差は前記電力差閾値を超えない、設定することと、
　を行うように構成された第２のインターフェース電力レベル調節器と、
　少なくとも前記推定された第２の電力レベルに基づいて電力ベースのペイロード制約を
生成するように構成された電力ベースのペイロード制約計算器と、
を備える。
【請求項１０】
　前記電力ベースのペイロード制約に基づいて、前記第１の無線インターフェースおよび
前記第２の無線インターフェースへ電力を割り当てるように構成された電力コントローラ
をさらに具備する、請求項９に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記第１の無線インターフェースに割り当てられる前記電力は、前記第２の無線インタ
ーフェースに割り当てられる前記電力に対して優先される、請求項１０に記載のデバイス
。
【請求項１２】
　前記第１の無線インターフェースに割り当てられる前記電力は、優先的な電力レベルま
で、前記第２の無線インターフェースに割り当てられる前記電力に対して優先され、前記
第２の無線インターフェースに割り当てられる前記電力は、前記優先的な電力レベルと利
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用可能な合計電力との間の領域から、前記第１の無線インターフェースに割り当てられる
前記電力に対して優先される、請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記利用可能な合計電力は、前記第１の電力レベルと前記利用可能な電力レベルとの合
計に対応する、請求項１２に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記電力ベースのペイロード制約計算器は、電力マージン、オーバヘッド利得、および
前記第２の無線インターフェース上でパイロットを送信するための送信パイロット電力に
基づいて前記電力ベースのペイロード制約を生成するようにさらに構成される、請求項９
に記載のデバイス。
【請求項１５】
　送信パイロット電力に基づいて電力マージンを調節するように構成されたプロセッサを
さらに具備する、請求項９に記載のデバイス。
【請求項１６】
　合計送信電力に基づいて前記電力マージンを調節するように構成されたプロセッサをさ
らに具備する、請求項１５に記載のデバイス。
【請求項１７】
　複数の無線インターフェース上の同時送信をサポートする通信デバイスのための複数の
無線インターフェースの間で電力を割り当てるためのシステムであって、前記システムは
、
　第１の無線インターフェース上で送信するために使用される第１の電力レベルを決定す
るための手段と、
　第２の無線インターフェース上で送信するために利用可能な電力レベルを決定するため
の手段と、
　前記利用可能な電力レベルと前記第１の電力レベルとの間の差を電力差閾値と比較する
ための手段と、
　前記第２の無線インターフェース上で送信するための第２の電力レベルを設定するため
の手段であって、前記利用可能な電力レベルと前記第１の電力レベルとの間の前記差が前
記電力差閾値を超えないとの判断に応じて、前記第２の電力レベルが前記利用可能な電力
レベルに設定され、前記利用可能な電力レベルと前記第１の電力レベルとの間の前記差が
前記電力差閾値を超えるとの判断に応じて、前記第２の電力レベルが調節された電力レベ
ルに設定され、前記調節された電力レベルと前記第１の電力レベルとの間の差は前記電力
差閾値を超えない、設定するための手段と、
　少なくとも前記推定された第２の電力レベルに基づいて、電力ベースのペイロード制約
を生成するための手段と、
を備える。
【請求項１８】
　前記電力ベースのペイロード制約に基づいて、前記第１の無線インターフェースおよび
前記第２の無線インターフェースへ電力を割り当てるための手段をさらに具備する、請求
項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記第１の無線インターフェースに割り当てられる前記電力は、前記第２の無線インタ
ーフェースに割り当てられる前記電力に対して優先される、請求項１８に記載のシステム
。
【請求項２０】
　前記第１の無線インターフェースに割り当てられる前記電力は、優先的な電力レベルま
で、前記第２の無線インターフェースに割り当てられる前記電力に対して優先され、前記
第２の無線インターフェースに割り当てられる前記電力は、前記優先的な電力レベルと利
用可能な合計電力との間の領域から、前記第１の無線インターフェースに割り当てられる
前記電力に対して優先される、請求項１８に記載のシステム。
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【請求項２１】
　前記利用可能な合計電力は、前記第１の電力レベルと前記利用可能な電力レベルとの合
計に対応する、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記電力ベースのペイロード制約を生成するための前記手段は、電力マージン、オーバ
ヘッド利得、および前記第２の無線インターフェース上でパイロットを送信するための送
信パイロット電力に基づいて前記電力ベースのペイロード制約を生成するようにさらに構
成される、請求項１７に記載のシステム。
【請求項２３】
　送信パイロット電力に基づいて電力マージンを調節するための手段をさらに具備する、
請求項１７に記載のシステム。
【請求項２４】
　合計送信電力に基づいて前記電力マージンを調節するための手段をさらに具備する、請
求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　第１の無線インターフェース上で送信するために使用される第１の電力レベルをコンピ
ュータに決定させるためのコードと、
　第２の無線インターフェース上で送信するために利用可能な電力レベルを前記コンピュ
ータに決定させるためのコードと、
　前記利用可能な電力レベルと前記第１の電力レベルとの間の差を電力差閾値と、前記コ
ンピュータに比較させるためのコードと、
　前記利用可能な電力レベルと前記第１の電力レベルとの間の前記差が前記電力差閾値を
超えないとの判断に応じて、前記第２の無線インターフェース上で送信するための第２の
電力レベルを前記利用可能な電力レベルに、前記コンピュータに設定させるためのコード
と、
　前記利用可能な電力レベルと前記第１の電力レベルとの間の前記差が前記電力差閾値を
超えるとの判断に応じて、前記第２の無線インターフェース上で送信するための前記第２
の電力レベルを調節された電力レベルに、前記コンピュータに設定させるためのコードで
あって、前記調節された電力レベルと前記第１の電力レベルとの間の差は前記電力差閾値
を超えない、設定させるためのコードと、
　少なくとも前記第２の電力レベルに基づいて、電力ベースのペイロード制約を前記コン
ピュータに生成させるためのコードと、
を備える、コンピュータ可読記憶デバイス。
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